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「宇宙産業の促進」の類型

 古典モデル：国／宇宙機関が商業セクター
に業務／製品を発注

 支援モデル：国／宇宙機関からの技術移転

 独立モデル：国／宇宙機関からの人材移転

 並行モデル：国／宇宙機関とは別個に宇宙
ビジネスが展開

横展開のメリット
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「宇宙産業の促進」の類型

宇宙活動計画

製品／業務の提供

他国、他企業

古典モデル

並行モデル

宇宙機関の活動 民間宇宙事業
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「宇宙産業の促進」の類型

独立モデル

• 技術
• ビジネス
• 金融

シーズ
開発

支援モデル

技術 ビジネス
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「宇宙産業の促進」の類型

打上げ

衛星運用

宇宙利用サービス

派生（スピンアウト）商品

世界的に古典モデル
サブオービタルに並行

モデル出現

通信衛星は並行
モデルが主流

支援モデルの実例多数
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産業促進と法制度

 産業支援：古典モデル ―― 米国の州法、
連邦調達制度

 ＮＡＳＡの技術商用化：支援モデル

 知財管理：支援モデル、独立モデル

 ベンチャー振興：独立モデル、並行モデル
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戦略的な支援（ターゲットの絞り
込み）と国／ＪＡＸＡの公平義務



米国の宇宙産業法制
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米国宇宙法制の概観

 米国法＝連邦法＋州法

打上げの安全基準：連邦法 (USC, title 
51)←宇宙条約に基づく打上げ国責任が
発生するので、連邦法の管轄事項

州による打上げ事業者支援策

宇宙当局(space authority)の設立

宇宙港(Spaceport)の建設支援等

補助金、優遇税制等

打上げ事業者の免責・責任限定
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宇宙技術の商業化

 オバマ政権のStartup America政策

 NASAの技術の商用化(commercialization)

1. 技術移転プログラム

例：遠隔医療にNASAの技術を提供

Office of Chief Technologist (OCT)が窓口

2. パートナーシップを通じた技術移転

例：乗り物酔いを止めるスプレー薬の開発
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OCTによる技術移転プログラ
ム

法的形式

① ライセンスその他の契約
（ライセンス契約は連邦契約法。その
他の契約は抵触法により定まる州法）

② 技術のオークション（技術の売り切
り）

③ ソフトウェアの公開

④ 技術成果の公刊
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パートナーシップを通じた技
術移転
 「共働的パートナ―シップ」(collaborative 

partnerships)――基本的概念

 連邦調達規則による技術開発への支出

 Space Act Agreements (NASA法に基づく契約）

 中小企業支援策

 SBI/SBT (Small Business Innovation / Small business 
Technology Transfer)

 DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency: DoDの部局）とNASAの共同

 NASA技術移転ポータル

 NASA新技術報告システム
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連邦調達規則

 NASAによる技術の調達に関する法制度

 連邦調達規則(FAR)

 国防総省調達の特例(DFARS)

 NASA調達の特例(NFS)

 規則の定める条件が技術移転契約の内容に
取り入れられる（契約交渉の余地が小さ
い）

 改良技術、関連技術等について、どこまで政府
に移転するかをめぐる不満が多い
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英国の宇宙法改革
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英国の宇宙産業戦略

 Space Innovation and Growth Strategy 2014-
2030 （２０１３年１１月公表）：宇宙産業と
英国宇宙庁の共同作業

 ５項目の提言

1. 高付加価値の宇宙利用産業市場の創出

2. 宇宙産業への投資を呼び込むような規制改革

3. ESAへの貢献の強化による見返りの増大

4. 宇宙成長計画の策定、先端産業の輸出支援等

5. 中小企業への支援策拡充
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英国宇宙活動法の改正問題

 IGTは、規制改革(2.)の一環として、責任
制限の導入＋免許手続の簡素化を提唱

 現行法：

 免許条件として、公衆の健康と安全に害を及
ぼさないこと＋免許保有者の財務的健全性

 政府が国際責任を負った場合は、事業者に
全額求償

 第三者賠償責任保険の義務付け：打上げ時
＋衛星運用の継続する全期間
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英国宇宙活動法の改正問題

 2013年12月、英国宇宙庁が宇宙活動法
(Outer Space Act 1986)改正方針を公表

 事業者の責任制限（6000万ユーロ）の導入。
強制保険金額も同額に。

 政令(Legislative Reform Order)により、担
当大臣に、責任限度額・強制保険金額の設
定・変更権限を付与

 超小型衛星について、賠償責任・強制保険
を免除することの可否について、継続検討
（免除する場合は上記の大臣権限で対応）
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宇宙産業振興のための知財
管理・ベンチャー支援
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知財管理の問題点

 知財（特許）で儲けることは可能か？
――知財はコストセンターではないか？

 大学での知財管理の教訓：投資意欲が
ある主体に権利を帰属させる

ＴＬＯvs大学vs研究者個人

 出願と秘密管理の選択

 産業政策としての民間開放（「使わせ
る」政策）――収益は目的ではない
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ベンチャーによる起業

 起業初期に人事、会計、営業、広報、法務
を手伝う人材が必要

 会社形態の選択（株式会社、合同会社、有
限責任事業組合）

 資本政策――将来の株主構成（議決権と利
益の割り振り）のプラン

 ソーシャルグラフ（人と人のつながり）

 上場はゴールではない―事業の成功の指標
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米国の州法による宇宙産業
促進
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宇宙当局(space authority)

 州内の宇宙産業振興のための組織（７州）

 アラスカ Alaska Aerospace Development 
Corporation

 カリフォルニア California Spaceport Authority

 フロリダ Space Florida

 ハワイ Aerospace Advisory Committee

 オクラホマ The Space Industry Development 
Authority

 ヴァージニア Virginia Commercial Space Flight 
Authority

 ウィスコンシン Wisconsin Aerospace Authority
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宇宙当局 (Space Authority)

 カリフォルニアの場合

 非営利法人として設立

 官民の助成金獲得、産業戦略の立案、法改正の
提案、補助金交付先の推挙、射場の指定等

 資金難により２０１１年に解散（制度は存続し
ているものの州の予算が打ち切られたため）

 州内の宇宙産業の競争力向上に寄与する企
業のための助成金制度導入(Space 

Enterprise Competitive Grant Program)
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宇宙当局 (Space Authority)

 フロリダ州の場合

 州の独立部局、債券発行による資金調達権限あ
り（独法のようなもの？）

 スペースシャトル退役後の宇宙産業誘致、資金
調達支援、雇用創出のための活動

 ヴァージニア州の場合

 州政府の一部局、債券発行の権限あり

 インフラ開発、研究教育支援、Wallops射場か
らの打上げ能力の維持、州内の宇宙産業の振興
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宇宙港 (Spaceports)

 ７州で州法上に根拠規定あり

 カリフォルニア

 コロラド

 フロリダ

 ニューメキシコ

 オクラホマ

 テキサス

 ウィスコンシン

 宇宙港の誘致により、製造業の拠点設置を
期待
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宇宙港 (Spaceports)

 フロリダ州の場合

 宇宙当局(Space Florida)に宇宙港の運営権限

 指定地域内に宇宙港マスタープランを作成

 入札により民営宇宙港を建設させる権限あり

 ニューメキシコ州の場合

 宇宙港当局(Spaceport Authority)を設立

 宇宙港地域を指定、特別売上税を賦課して建設
費用調達（Spaceport Americaの運営主体は民
間会社）

 一般予算から３００万ドルを支出する法案も成
立
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優遇税制

 大小合わせて１６州で確認

 アリゾナ（軍需企業向けの減税措置）

 カリフォルニア（宇宙飛行関係の資産の免税）

 コロラド（雇用促進のための優遇税制）

 コネティカット（研究開発向けの優遇税制）

 フロリダ（宇宙飛行事業への税還付――雇用促
進が目的。それとは別に時限的税還付もあり）

 インディアナ（研究開発費の優遇税制）

 ミネソタ（中小企業向け優遇税制）
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優遇税制

 ミシシッピ（州内で研究開発を行う生産設備免
税）

 ネブラスカ（投資家及び中小企業向け優遇税
制）

 ニューメキシコ（打上げ・射場運営からの収入
の控除、宇宙機向けの燃料販売の売上税免除）

 オクラホマ（宇宙産業の雇用者向け優遇税制）

 サウスカロライナ（生産設備の加速償却）

 テネシー（試験用動産の免税）

 ユタ（連邦政府との契約者の設備の売上免税）
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優遇税制

ヴァージニア（Zero G Zero Tax Act)

有人打上げ及びそれに関連する訓練か
らの売上免税 (V-Prize関連)

NASAのCOTS (Commercial Orbital 

Transportation Services)に応じた活動で、
ヴァージニア州から打ち上げられるも
のからの収入免税（Orbital Sciencesを
意識した措置？）

ウェストヴァージニア（宇宙関連設備
に投資した企業向けの優遇税制）
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打上げ事業者等の免責

 カリフォルニア（宇宙飛行事業者のみ）

 コロラド（宇宙飛行事業者、宇宙機製造者、部品
供給者）

 フロリダ（宇宙飛行事業者のみ）

 ニューメキシコ（従来は宇宙飛行事業者のみ。２
０１３年改正で宇宙機製造者、部品供給者に拡
大）

 テキサス（宇宙飛行事業者、宇宙機製造者、部品
供給者）

 ヴァージニア（宇宙飛行事業者、宇宙機製造者、
部品供給者）
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英国の宇宙法改革の議論の
経緯
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英国宇宙活動法の改正論議

 改正の目標：英国宇宙産業への投資の促進

 2010、宇宙革新・成長チーム(Space IGT)

の創設（官民合同の検討会）

 向こう２０年の戦略を取りまとめて公表、
その中で宇宙活動法の改正を提言

 第三者責任保険の義務づけ額の引き下げ（１億
ポンド→6000万ユーロ）

 政府が国際責任を負った場合の求償の制限
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Space IGT提言の実現

 義務的責任保険の金額引き下げ――法令改
正なくして実現(2011.7)

 政府からの求償を制限する法改正は先送り

 2012、Space IGTの「戦略再検討」(Space 

Innovation and Growth Strategy Restack)
の中で、再度、問題提起

 2013年11月、Space IGTの報告書公表

 2013年12月、宇宙活動法改正の方針決定
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IGS Restackの背景

 宇宙産業を成長産業として認識

 産業としてのターゲットの選定

 政策課題の緊急度のアンケート調査

 産学によるブレーンストーミング的ＷＳ

 ダウンストリーム（利用産業）の市場の成長性、
参入可能性をマッピング

 現行の宇宙活動法に対する「産業促進的でな
い」という評価
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